
 

 

Bulletin No.2026-10 

2026 年 6 月 1 日 

CATERHAM CUP JAPAN 事務局 

 

エントラント 及び 関係者 各位 

 

CATERHAM CUP JAPAN2026 SPORTING REGULATION 

第 7 条 参加クラス・車両 事務局が定める特別認可車両について 

 

第７条 参加クラス・車両へ、以下の条文を追加する。 

 

5. 事務局が認めた特別認可車両：エスシーアイ株式会社が輸入・販売した CATERHAM SEVEN 170 を 

使用する 

特別認可車両の取り扱いについては、以下の扱いとする。 

・ゼッケンプレートは黄色地を使用する 

・賞典、ポイントは付与しない 

・決勝スターティンググリッド位置の決定は、他クラスと同一であり、 

 スターティンググリッドは、1 番グリッドより予選タイム順で配列される 

・CCJ 認定を視野に入れた開発部品を装着することがある 

・その他の規則は、他参加車両と同一とする 

 

 

以上 


